
◆4 番（平野利和君） 皆さん、こんにちは。4 番、平野利和です。 

 市民の皆さんを代表して質問に立ちます。 

 奥村市長の突然の辞任となってしまい、一般質問のあり方も議論された経緯もあります

が、私が考えますに、仕事をされているのは市長だけが仕事をしているのではなく、ここに

おられる部長以下、職員たちだと思いますので、私はその観点から、市民の意見をもとにこ

れからの質問を行っていきたいと考えます。 

 まず初めに、防災・減災についての市の見解をお尋ねいたします。 

 日本経済は、戦後、高度成長期に急激な発展をいたしました。特に列島改造論や昭和 39

年の東京オリンピックに向けて、高速道路、橋梁など、都市部を中心につくられております。

コンクリートは 50年から 60年経過すると劣化し、強度も落ちていくと言われております。

雲仙市においても、このことが如実にあらわれた災害が起きました。 

 9 月の台風 16 号、記憶に新しいと思います。高潮のために、市内で床下浸水などがあり

ました。このときに、小浜町クリーンセンター裏の海岸防波堤が決壊しました。市民からの

連絡を受け、調査に向かい、災害の大きさに驚きました。海岸は県の管轄のため、地元県議

会議員、我が公明党の県議会議員に連絡し、対策を依頼しました。10 月には秋野参議院議

員が調査に来てくれ、防災・減災の大事さを認識してもらいました。 

 そこで、雲仙市として、市民の生命と財産を守る防災・減災の対策は、市で管理する橋梁

の整備等はどのようにお考えなのかお尋ねいたします。 

 あとの質問、市民税について、入札制度について、通学路等の安全性については自席にて

行います。的確な答弁をお願いいたします。 

○議長（井上武久君） 町田市長職務代理者。 

◎市長職務代理者副市長（町田義博君） それでは、4 番、平野利和議員のことについて御

答弁いたします。 

 確かに、今、御質問にあったとおり、雲仙市が管轄する橋梁、この整備費でございますけ

ど、今言われました高度成長とともに、昭和 40 年代から急速に進展しておりまして、現在、

その多くが 30 年から 50 年経過しているという、こういう橋梁があります。 

 今後、懸念されている老朽化している橋梁の対策につきましては、やはり今言われました

生活の基盤であるだけでなく、災害時には市民の生命、財産を守る機能も備えておりますの

で、定期的に点検を行い、被害を出さない、また、被害の発生を想定した上で、その被害を

低減させる取り組みは極めて重要だと思っておるところであります。 

 詳細につきましては、担当部長より答弁をさせます。 

○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 

◎建設整備部長（野口孔明君） 私のほうから橋梁の整備についてお答えいたします。 

 市では、平成 20 年度、平成 21 年度の 2 カ年で、橋梁長寿命化修繕計画の策定に必要な

橋梁総点検を行い、市で管理する全橋梁 542 橋についての現状を把握し、点検結果の分析

を行いました。 



 その結果は、当面修繕は必要ない 463 橋、予防的な修繕が必要 64 橋、早期の維持修繕が

必要 14 橋、かけかえ検討が必要 1 橋の 4 分類化を行いました。かけかえ検討が必要な 1 橋

につきましては、既にかけかえが完了しております。 

 次に、維持修繕が必要な 14 橋につきましては、架設後 55 年を経過しているものもあり、

老朽化による各部位のひび割れ、剥離、腐食などが著しい状態にあります。このため、平成

25 年度より、社会資本整備総合交付金事業により詳細設計を実施し、計画的に修繕工事を

行う予定でございます。 

 その他の橋梁につきましては、今後、定期点検を行いながら、適正な状態に維持管理して

いきたいと考えております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 先ほど申したこの海岸も、島原振興局に確認をとりましたら、昭和

36 年ぐらいに完成したそうです。先ほど申したコンクリート耐用年数 50 年を過ぎており

ます。 

 議長のお許しをいただき、写真を掲載して見ていただいて、質問してまいります。 

 〔写真を示す〕 

 これが、私が調査に伺ったところなんですが、このようにがたがたになっております。も

う一つ、皆さんにお配りしている護岸といいますか、ひっくり返ったところがあります。石

が丸々入って、コンクリートが巻いておりません。ましてや鉄筋コンクリートも入っており

ません。ですが、これはそのときの工事であったためよかったのかなと思いますが、そこは

私は調べておりません。そういう意味でいくと、やっぱりこういう箇所がたくさん雲仙市内

にもあるんじゃないかなというところで、今回、私が紹介をさせていただいたところでござ

います。 

 この現場も 9 月議会にて、市議会の産業建設常任委員会でも現地視察に行っております。

このように、市内全域の海岸防波堤の劣化状況は把握をされているかお尋ねします。 

○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 

◎建設整備部長（野口孔明君） この現場につきましては、県の管理でございます。市の漁

港とか港湾施設となりますと、全部ほとんど県の施設になります。海岸で言いますと、漁港

関係の施設とか海岸保全施設があるのかと考えておりますけども、それにつきましては市

の管理でございます。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 野口建設整備部長、それは確かに県の管轄でしょう。しかし、そこ

に住んでいらっしゃる方は市民です。では、県のほうに、そういう対策を要望されたことは

ありますか。 

○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 

◎建設整備部長（野口孔明君） 今現在あります構造物の点検とかそういうものにつきまし

ては、要望したという記憶はございません。 



○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） では、どうして市民の命を守るんですか。こういうことが、民家が

あった場合に、海の水が民家に流れ込んでくるんですよ。そういうときに市は、あれは県の

仕事ですから私はわかりません、それで逃げるんですか。 

○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 

◎建設整備部長（野口孔明君） 当初、これを建設される場合は、ある程度、気象条件とか

そういうものを想定されて、対応できるものとして設計されていると思っております。 

 それで、今回こういう被災を受けておりますけども、それは想定された以上の自然現象が

起きてこういう結果になったものかと判断しております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 想定外の災害。だけど、それは、危ないですよというところを県な

り市なりが調べて、それを市側はそういうふうに要請をされてるんですかという私の質問

です。 

○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 

◎建設整備部長（野口孔明君） こういう構造物につきましては、ひびが入ったりとか異常

が合った場合には随時報告しております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） では、ここは要望されてましたか。 

○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 

◎建設整備部長（野口孔明君） ここにつきましては、報告はしておりません。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） では、市は把握してなかったということですね。 

 ですから、私が、もう言いません。 

 だから、本当にこういうことがあるかもしれないから、やっぱりそういう皆さんの命を守

るためには、先に調べて対策を打つことが、今、私が言っている防災・減災の対策じゃない

ですかということを言ってるんです。 

 ですから、今回の質問をしましたのは、コンクリートから人へと掲げた現政権が、公共事

業を削減してしまえ、生命と財産を守るべき事業がカットされ、地元の経済もがたがたにな

ってしまったんです。 

 先ほど紹介しました防波堤、通行する橋など、市民の方々の安全を守るために、崩壊する

前に検証をし、市内の業者に工事をしてもらう。そうすることによって、市内の景気が上向

くのではないでしょうかという私の考え方なんです。 

 ですから、そういう意味でいけば、こういういろんな、雲仙市はずっと海岸にしてますん

で、これを、やっぱりそういうことを調べて、県に要望するとか、そういうことをしてほし

いと私は言ってるんです。そんなことをしていただけますか。 

○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 



◎建設整備部長（野口孔明君） さっき把握していないということを言いましたけども、実

際、異常があるとかクラックが入ってるとか、そういう部分につきましては、これが被災す

るまでは把握しておりませんでした。実際、把握した後につきましては、きちんと延長とか

調査をし、県へ報告はしております。 

 それで、今回このようなことに対しましても、随時、いつごろできるのかとか、そういう

問い合わせは行っております。 

○議長（井上武久君） 町田市長職務代理者。 

◎市長職務代理者副市長（町田義博君） 確かに雲仙市で管理している海岸ですね、これは

建設海岸だろうと思いますけど、漁港海岸関係については、当然、市が責任を持たなければ

なりませんので、そのようなところは重点的にやっておるところでございますけど、この建

設海岸については、今、平野利和議員がおっしゃられるとおり、こういうところまで点検を

してないというのが今まであっただろうと思います。 

 市民の方についても、自分のところが一番詳しいわけですね。ですから、今までも、この

議会の中でも、防波堤のかさ上げとかそういうものも要望がされております。そういうもの

については、市民の意見として、建設海岸であっても県のほうですね、そういうもので要望

はしてまいります。 

 ただ、私たち、この雲仙市といたしましては、自分たちの絶対守ってはいかなければなら

ない、そしてまた、自分たちの責任でやらなければならないというのを重点的にやっており

ますけど、生命、財産に関わることでございますので、ここで平野利和議員の言われるとお

り、市民の方についても、即、市のほうに通報していただければ対処できるだろうと思って

おります。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） おっしゃるとおり、本当に地元に住んでいらっしゃる方、市民が一

番御存じです。そして、我々市議会も各町に議員がいっぱいいらっしゃいます。その方たち

の意見を聞いていただいて、そういう対策をとっていただきたいと私は思っております。 

 この現場を見に行ったときに、小浜クリーンセンター側に石垣が積んでありますが、この

石垣を見て私びっくりしたんです。石と石が継いであるんですけども、そこにコンクリート

を詰めて崩れないようにといいますか、水が入らないようにといいますか、そういうことを

されております。そのコンクリートがはがれ落ちながら、石が膨らんでいるような形跡があ

ります。そのままにしておくと崩壊するんじゃないのかなと私は思ったんですが、御存じで

したでしょうか。 

○議長（井上武久君） 町田市長職務代理者。 

◎市長職務代理者副市長（町田義博君） 小浜クリーンセンターについては、雲仙・南島原

保健組合が管理しております。この写真を見ますと、雑石積みの練積みか、表面だけの目詰

かはわかりませんけど、そういう膨らんでおるとなれば、これも、私たち雲仙市も一緒に組

合をつくっておりますので、早急にそういうものを組合のほうに申し入れて対処してまい



りたいと思います。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） ぜひ調べていただいて、対処していただきたいと思います。 

 通学路など、市道の安全対策についても、後で触れますが、崩壊する前に対策をとるべき

と私は考えておりますが、どうでしょうか。もう 1 回お尋ねします。 

○議長（井上武久君） 町田市長職務代理者。 

◎市長職務代理者副市長（町田義博君） 通学路については、教育委員会でも、前の議会の

ほうでかなりの方が御質問いただきました。その中で点検をしております。 

 そういう危険な箇所については、これは早急にやらなければならないということであれ

ば、当然やるのが当たり前だろうと思っております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） もう一つ、南串山町から南島原市へと続く国道 251 号、雨量が 30

㎜以上降ると通行止めになります、国道が。災害を考えての措置と思いますが、30 ㎜ぐら

いで通行止めになる国道はないと思います。 

 ここも秋野参議院議員と調査いたしましたが、国に安全に通行できる方法を働きかけて

いくとのことでしたが、雲仙市としてどのようにこの国道を考えておられるのか、お尋ねい

たします。 

○議長（井上武久君） 町田市長職務代理者。 

◎市長職務代理者副市長（町田義博君） 確かに、たびたび国道 251 号の南串山町赤間の

ところから加津佐町まで、これについて問題になっております。 

 現在のところ雲仙グリーンロードができて、迂回路ができておりませんでしたけど、その

前は、ここが一番のメーン道路でございまして、今のところ抜本的にどうするということは、

私も、ここが国道でございますけど、県が管理しているわけですね。県のほうからも聞いて

おりません。 

 先日、ここについては、井上議長を初め、県のほうにも要望いたしました。島原半島 3 市

でする期成会のほうで、とにかくここについては早くしてもらいたいという、そういうお願

いをしておりますけど、今のところ抜本的にどうしますという、そういう具体的なものは出

てきてないのが現状であります。ですけど、十分認識はしているところであります。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） ここの国道は、災害も発生いたしておりますので、とにかく早く皆

さんが安全に通行できるような国道にしていただきたいという、雲仙市として要望されて

るということでしたけども、強く要望していただきたいと思っております。 

 必要なところに必要な予算をつける、このことが私は大事だと思っています。この質問の

最後に、内容は異なりますが、防災という意味で、先日、雲仙市防災訓練が愛野町にて開催

されました。その後、ある自治会長から、この訓練に対する御意見をいただきました。内容

は、機敏さが感じられない、訓練といっても危機感を持って訓練すべきだ、時間をつくって



参加しているのに雲仙市の対応がなっとらんとの厳しい御意見でした。私も参加しており

ましたが、指摘を受けて反省しております。市長が不在ですので、町田市長職務代理者に、

この御意見に対するお考えをお聞かせください。 

○議長（井上武久君） 町田市長職務代理者。 

◎市長職務代理者副市長（町田義博君） 先日、防災訓練やったわけですけど、雲仙市では

第 2 回目になります。 

 確かに今回は、自助・共助、そしてまた、そういうものの第一に避難というようなことを

主眼にやっておりました。そういう中で、確かに今言われる御意見については真摯に受けと

めて、こういう防災訓練をやるときの御意見または参考にさせて、次やる場合は、必ずその

御意見に添うように、また組み立てていきたいと思います。 

 確かに機敏さがない、対応がなってないという、こういうことは、謙虚に受けとめたいと

思います。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） よろしくお願いいたします。 

 次に、市民税についてであります。 

 今回取り上げるのは、軽自動車税についてであります。国会でも問題視されておりました

車検整備についてです。 

 車検をしないで堂々と道路を通行している問題、このことを雲仙市ではどうかなという

ことで、自分が疑問に思ったからです。 

 軽自動車税はもちろん、自動車税だけではありませんが、平成 23 年度、滞納金額 370 万

円、繰越分 1,009 万円、合計約 1,380 万円。平成 22 年度、滞納金額 389 万円、繰越分 952

万円、合計約 1,342 万円となっております。教えていただきました。 

 市民税の徴収については、人員をふやして徴収されていると思いますので、引き続き努力

をしていただいて、私は徴収というよりも、車検のときには、この税金の納税証明書をつけ

ないといけない。であれば、現年度滞納金額から見て、税金を払っていないという人は車検

を受けられないのではないのかという私の単純な疑問からなんですが、このことを教えて

いただけますでしょうか。 

○議長（井上武久君） 菅市民生活部長。 

◎市民生活部長（菅勇二君） ただ今の御質問でございますけども、車検には必ず納税証明

書が必要になってくるわけでございます。滞納をしますと、納税証明書の発行はできません。

ですから、車検は受けられないということになろうかと思っておりますが、滞納者全部が車

検を受けるということには限らないというふうに思っております。これは家に置いておる

車もあろうかと思っておりますので、イコール滞納証明書ということにはならないだろう

ということでございます。 

 以上です。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 



◆4 番（平野利和君） 滞納者イコール車検をしていないのと結びつかないということです

が、そこで調べました。県警にお願いして、雲仙市で車検をしていなくて検挙された数、平

成 21 年 76 件、平成 22 年 61 件、平成 23 年 57 件、今年、平成 24 年 9 月まで 46 件だそう

です。これは検挙数ですから、氷山の一角だと私は思っております。車検をしないで乗って

いる人がいるのではないですか。そう、私は推測いたします。 

 雲仙市は、環境都市宣言も先月 17 日に行われました。整備をしないと、排ガスも汚れて

いるでしょう。まして、整備不良で交通事故を起こしては大変なことになります。そのよう

なことを防ぐためにも、軽自動車税を納めて整備をしていただく、この指導を行っていくべ

きだと私は考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（井上武久君） 菅市民生活部長。 

◎市民生活部長（菅勇二君） ただ今の御質問でございますが、指導というふうになります

と、警察署の管轄になろうかと思ってます。指導、取り締まりは警察がやっておりまして、

税務課の所管ということになりますと、大変無理が来るのではないかなというふうに思っ

ております。 

 そういった面では、やはり広報紙とか、そういった啓発の手段を使ったやり方がいいので

はないかというふうに私どもは思っております。そういった意味では、納付書にも納税証明

書の必要がありますということで、車検にはそういった記載もさせていただいておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 確かに警察の仕事だと思います。しかし、税金を納めてもらいに徴

収に行かれる方が、とにかく、整備もしないといけないですよとか、そういう一言口添えし

てやるのも市の仕事じゃないのかなと思うんですが、そういうことはできないんですか。 

○議長（井上武久君） 菅市民生活部長。 

◎市民生活部長（菅勇二君） ただ今の質問でございますけども、その人が仮に無断でとい

いますか、車検切れ、あるいは保険をかけずに乗ってるという証拠があればいいんですけど

も、なかなか、その人を目がけて車検してくださいというふうな、そういう発言が果たして

可能なのかどうかというのも一つあろうかと思っております。 

 なぜかといいますと、はっきり証拠がない以上は、それは言えないというふうに私は思っ

ておるんです。しかも、現地を回っていただけるのは嘱託員なんですね。そういう意味では、

若干無理かなという気がします。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 未納しているということは、車検を受けてないということではない

んですか。だから、そこら辺でわかるんじゃないですか、調査すれば。違いますか。 

○議長（井上武久君） 菅市民生活部長。 

◎市民生活部長（菅勇二君） ただ今の御質問ですけども、先ほど言いましたとおり、車検



はしなくても、自分の家に置いとくだけだったら車検が必要ないわけです。ですから、乗ら

ないという前提でおれば、そこに飾っておいてもいいわけでございます。そういうことでご

ざいます。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） そういうことはありますか。そう言われればそうなんですけども、

それはちょっと私、自分の考えとは全く逆なんで、それは、私は納得できませんけど。 

 だから、市として、やっぱり事故をされるとか、車検をしてなくて乗るのは大変なんです

よと、そういうことだけ口添えすることはできるんじゃないかと私は言っているんですけ

ど。 

○議長（井上武久君） 菅市民生活部長。 

◎市民生活部長（菅勇二君） この車検問題、それから無保険問題、これについては、やは

り当事者が一番御存じかというふうに思ってるんです。当事者が全く知らずに乗っておる、

そういうことはないと思います。知った上で乗っておるのが通常だろうと、乗っておられる

場合はですね。ですから、モラルの問題であろうというふうに思っておりますので、そうい

った人たちについては、自覚を促す意味から、そういった啓発、広報での啓発等もいいんで

はなかろうかなというふうに思っておるところでございます。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） ちょっとトーンが下がってきましたけども、なかなか菅市民生活部

長とはちょっと合わないので、自分の考えと合わないんですけども、調査すればわかるんじ

ゃないのかなという思いがするんですよ。だから、走っている、乗っている車、確かに飾っ

てある車も多分あるでしょう。だから、それはそれとして、走ってないんだからいいと思い

ますが、それでも走っている車は現実にここにおるわけですよ。年間七十何件ぐらい捕まっ

てるわけですよ。これは、氷山の一角。私、そう思っているんです。 

 ですから、こういう事例があるんだから、雲仙市の皆さんを、ひいては苦しめることにな

るんですよ、交通事故を起こしたら。だから、そういう意味でいけば、そういう一言でもア

ドバイスすることできませんかと私はお願いをしているつもりなんですが、できませんか。 

○議長（井上武久君） 菅市民生活部長。 

◎市民生活部長（菅勇二君） そういうお願いといいますか、そういうものについては、や

はり警察を通じて、私はこちらのほうから警察のほうにお願いをしたいというふうに思っ

ております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 町田市長職務代理者、お尋ねします。 

○議長（井上武久君） 町田市長職務代理者。 

◎市長職務代理者副市長（町田義博君） このことについて私たちも勉強したわけですけど、

道路運送法で車検をせずに公道を走った場合は、6 カ月以下の懲役または 30 万円以下の罰

金、また、自賠責の保険が切れている場合は、1 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金と



いう、こういう大きな過料が処せられますので、平成 21 年で今 76 件ですか、または、平

成 24 年で 46 件、9 月まであったと。これがどの未納者で、どの車の車検が切れているかと

いう、そういう調査方法が可能ならそこまで指導していいわけですけど、その点は、今、私

は、そこがいいかどうかと言い切れません。 

 ただ、今申し上げましたとおり、大きな過料が課せられますので、そういう指導は、当然、

市民のためということであればしていいだろうと思います。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） では、私から市民の皆さんにお伝えます。 

 ぜひ、車検をしていただいて、事故がないようにお願いしたいと思います。 

 次に移ります。 

 次に、入札制度のあり方について質問します。 

 さまざまな入札が行われると思いますが、今回は工事などの入札についてお尋ねいたし

ます。 

 まず、雲仙市内の道路、建物も含めて工事を発注する場合、市内の本社がある業者にお願

いすべきだと、私も含めて同僚議員も質問をしてまいりましたが、どのように検討されたの

かお尋ねいたします。 

○議長（井上武久君） 畑中総務部長。 

◎総務部長（畑中隆久君） 公共工事につきましては、経済不況の長期化により、縮小傾向

の見通しがございます。その中で、一層の競争激化が懸念されるという状況でございます。 

 そういうことも踏まえまして、公共工事の公正、それから透明性、あわせて工事の品質を

確保しながらも、地域の経済活性化や雇用確保も十分配慮し、市内建設業の健全な育成のた

め、平成 25 年度以降、市内本社への発注を基本とするとしたところでございます。 

 なお、平成 24 年 3 月 22 日、それから平成 24 年 11 月 28 日の入札制度説明会において、

平成 25 年度以降は市内本社への発注を基本とする。ただし、競争性確保の観点から、市内

営業所、市外の営業所へと拡大する場合がある。なお、その際、雲仙市内の営業所設置年数、

市民の常勤雇用、従業員数等を考慮する場合があると説明させていただいております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） では、平成 25 年度からは、簡単に言うと市内業者の方に、本社が

ある業者にお願いをするということで確認してよろしいですか。 

 今年度に入り、雲仙市側のミスにより、入札が決定していたにもかかわらず再入札が行わ

れ、混乱したとの苦情を受けました。経過説明をお願いできますか。 

○議長（井上武久君） 畑中総務部長。 

◎総務部長（畑中隆久君） 平成 24 年 7 月 5 日に実施をいたしました入札でございますけ

ども、工事名は愛野運動公園多目的芝生広場の工事でございます。 

 これにつきましては、市の設計書、要するに積算と異なります条件明示を業者にしていた

ことから、改札後、そのことが判明し、そのことが公平な入札を確保できないと判断をいた



しましたので、無効ということで対応したところでございます。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） その 1 件だけですか。 

○議長（井上武久君） 畑中総務部長。 

◎総務部長（畑中隆久君） 先ほど申しました無効が 1 件でございますけども、あと、市道

愛野野平線改良工事、それから古湯地区の湯川整備工事、それから旧県央西部地区の焼却場

跡進入路の補修工事、この 3 件に設計に違算があったということで入札を中止したという

ことでございます。 

 あと 2 件、愛野運動公園の多目的芝生広場の電気設備、それから給水散水設備ですね、こ

れは附帯工事でございますけども、これについては、先ほどの無効に関連いたしまして入札

を中止したということでございます。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） ちょっと専門的な言葉でわからなかった分もあるんですが、その業

者たちは納得された上で、もう一度再入札されているんでしょうか。 

○議長（井上武久君） 畑中総務部長。 

◎総務部長（畑中隆久君） 先ほど申しました入札中止 5 件、これについては、まだ入札を

する前の段階で中止をしたわけでございます。あと、入札の無効で、愛野運動公園の多目的

広場、これについては、既に入札を執行して、その後、事実が判明したということで、これ

については改めて再入札をしたということです。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 何かはっきりわかりませんので、また改めてさせていただきますが、

私が今回取り上げさせていただいたのは、入札が行われ、入札者も決まった時点で、国・県

も公表している、何か内訳書なるものがあるそうなんですね、業者がおっしゃるには。積算

ミスを防ぐ意味で、公表すればミスがなくなるんじゃないかというところの御質問だった

もんですから、このことを質問いたしました。公表できないんですか。 

○議長（井上武久君） 畑中総務部長。 

◎総務部長（畑中隆久君） 先ほどの平野利和議員の御質問でございますけれども、設計書

の違算、要するに間違いでございます。これについては、市側の積算のミスということでご

ざいますので、これについてはいろいろな対策をとっております。 

 例を申し上げます。よろしいですか。（「どうぞ」と言う者あり）この再発防止策といたし

まして、まず 8 月 23 日には、建設工事等に係ります技術職員の研修会を実施いたしました。

これで職員参加数が 132 名参加をしております。 

 また、日ごろより、工事検査室が朝の勉強会を実施しておりますけども、その中にも積算

についての研修会も取り入れて、職員の技術向上を図っているような状況でございます。 

 あと、設計書を作成する上で、間違うと入札中止につながるような項目、これを整理し、

チェックリストを作成いたしました。これによって、それぞれの担当部署の積算担当がそれ



ですべてチェックをしていくという、そういうことも対応しております。 

 それに加えまして、設計額 500 万円以上の工事につきましては、担当課だけではなくて、

工事検査室、これについてもチェックをする、より、さらに強化をするということで、今の

対策をとっているところでございます。 

 さらに、まだ考えられることについては対策をとっていきたいというふうに考えており

ますので、直接、業者のほうにデータを公表して、そこで改めてそういう違算の防止につな

がるというふうには考えておりません。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 所内でいろんな検証をされているのはわかります。今おっしゃった

ことはわかります。ただ、入札も全部決まってしまって、国も県も公表してる内訳書という

のがあると聞いているんですよ。それをなぜ雲仙市が公表してくれないのかという単純的

な質問を伺ったものですから、そのことに対してお答えいただけますか。 

○議長（井上武久君） 畑中総務部長。 

◎総務部長（畑中隆久君） そのデータの公表でございますけども、まず、入札参加者に対

しては参考図書を配布しております。これについては金額抜きの設計書でございますけど

も、この中には積算の条件、あるいは歩係りの根拠となります積算基準図書名が記載されて

おります。 

 また、採用した単価の単価コード、それから単価が掲載されております刊行物の名称です

ね。それから、見積もりで採用いたしました特殊単価などが含まれておりますので、基本的

にはその情報をもとに積算をすることは可能であるということ。 

 それから、入札後に予定価格あるいは最低制限価格も公表しておりますので、それをもと

に自ら積算をしていただければ、要するに比較検討をしていただければ、実際に市が積算し

た数字が把握できるということで、現段階では、それ以上のものについては公表しておりま

せん。 

 ただ、これからも公表ができるものについては公表はしたいと思っておりますけども、工

事内訳書まで公表してしまうというのは答えを示してしまうということでございますので、

基本的には業者の皆様が自ら積算して入札に臨んでいただくと、これが我々のお願いとい

うか望みでございます。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） わかりました。 

 私も、まだまだ自分の中でかみ砕いてしないといけないんですが、単純に、国・県が公表

してるのに、なぜしないのかということが単純的な質問なんです。そのことをまず 1 点、も

う 1 回答えてください。国がしてるのに、県がしてるのに、なぜ雲仙市がしないのか。 

 何度も話しますが、建設業界だけではありません。雲仙市の皆さんの技術向上のため、行

政も考えていってほしいんです、私はですね。そのことを市民は希望されております。建設

業のことを例に今回とりましたが、どこがいけなかったのか、もう少し技術を上げて積算を



しようとか、自分たちが理解をして技術を向上してもらう意味で、私は公表すべきと考えて

おるんです。再度、公表できないのかお尋ねします、副市長。 

○議長（井上武久君） 境川副市長。 

◎副市長（境川秀生君） 雲仙市の入札に関する情報の公開ですけれども、今、総務部長が

申しましたとおり、入札後には予定価格、最低制限価格等を公表しております。 

 そして、平野利和議員がおっしゃいましたように、県が公表している内容を雲仙市が公表

していないという部分もあります。これは、今、御指摘のとおりです。その辺については、

総務部長が説明をいたしましたように、今、実際、入札をされている中で、ほぼ業者すべて

の方が、私どもが積算する内容とほぼ 100％に近い積算をされております。それは、先ほど

総務部長が申しましたとおりに、資料を提示しております。物価単価とか単価表とかですね。

あるいは、見積もりの場合は、こういった見積もりをしましたという資料を提示しておりま

す。 

 その中でほぼ、実際、入札を執行した場合、内訳をもらいますので確認できるんですけど

も、私どもの設計とほぼ同じレベルで積算をされておりますので、大変高度に積算をされて

るというふうには思っております。 

 ただ、小さい業者ですね。そういった業者の中には、まだ離れた場合があります。そうい

った方たちには、ぜひ努力をして頂きたいと思ってるんですけども、今、私どもといたしま

しては、そういった資料提供の段階で、業者の方はほぼ積算をされているという理解のもと

に、今の方法でいいだろうという判断をしております。 

 しかし、今、総務部長が申しましたとおり、今後どのように提示していくかというのは、

今、入札の審査委員会の中で議論をしておりますので、これについては今の御指摘の意見も

踏まえながら、委員会の中でも研究してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 私が思ってるのは、今回ミスがあってるわけですね。1 回落札をし

て、あなたは取り止めですと言われた方もいらっしゃるわけです。そういう方たちの気持ち

になってみれば、何でなというとがやっぱり思うじゃないですか。私が立場だとそう思いま

す、何なと。ということは、私はその繰り返しをしたくないもんですから、そういう意味で、

そういう防止策はないのか、前向きに考えてほしいなというところを私は今回取り上げさ

せていただいたことで、ぜひ、検討をよろしくお願いいたします。 

 最後に、通学路などの市道の安全対策についてお尋ねいたします。 

 市民の皆様より危険箇所の通報があった場合、民地であれば市としての対策がとれない。

例えば、先ほど私が話しました、石垣が膨らんでいつ崩壊するかわからない市道のそばのが

け、民地の山にスズメバチの巣が巨大化し、危険である等の情報があっております。市の見

解は、民地のため、事が起きてからの対応となっているようです。確かに民地であれば、持

ち主の方が対処しないといけないと思われますが、だれが見ても危険と判断し、ましてや自

治会の方が危険と判断をしている。そして、自治会長の要望も出ている。その場合は、対処



してもいいのではないでしょうか。 

 子供やお年寄りなど、市民の方たちが事故に巻き込まれたりしたら大変な事態になるの

ではないでしょうかという私は考えです。保障問題になるのではないでしょうか、お尋ねい

たします。 

○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 

◎建設整備部長（野口孔明君） 危険箇所については、本来、議員がおっしゃいましたとお

り、個人の所有であれば個人が本来適正な管理を行うべきものであると考えてはおります。 

 しかし、その所有者の方に指導し、お願いし、どうしても通行の安全性が確保できない場

合とか、そういう場合におきましては、道路の状況、利用状況とか危険な状況などを加味し

ながら、地元の関係者あたりと協議をした上で、道路の通行に影響はないように安全確保に

努めたいとは考えておりますけども、基本的にそういう場合でも、例えば用地の協力とか、

自治会からの要望であっても、その自治会のある程度の総意があることとか、こういう箇所

につきましてはたくさんありますので、そういうものを含めた中で、今後、研究してまいり

たいとは考えております。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 先ほど、この写真のところで町田市長職務代理者がおっしゃいまし

た、やるべきだと。やっぱり崩壊する前に危険と思われるところはやるべきだという答弁を

いただきましたので、本当に個人が言うんじゃなくて、自治会の方が総意で、ここはちょっ

と危ないということであれば、そういうことを考えるべきだと私は思うんです。だから、こ

こは絶対民地だから、民地の方にしてもらってくださいとか、ここは市は手を出せませんと

か、そういう、定規で引いたような答弁だけはやめてほしいと思っております。 

 ただ、もう一つ、畑の中に市道があります。ここには、市道には、人が歩けるほどの白線

を引いた歩道があります。この歩道に、畑の資材であるビニールだとか資材を置いてあり、

車道にはみ出して通行しないといけないことが見受けられます。通学時など危険と思われ

ます。子供たちだけじゃなくてですね。それに、畑に石が入っている。その石を市道に投げ

て、市道が石ころだらけになり、お年寄りなどが乗り上げて転ぶことがあるという苦情があ

ります。笑ったらだめですよ。通学路指導の安全性について、教育長としてのお考えをお尋

ねいたします。 

○議長（井上武久君） 塩川教育長。 

◎教育長（塩川貞祐君） 通学路は子供たちだけが使っているものではないと思いますし、

先ほど言われた市道について、畑の方がそのような行為をすることは非常にモラルに欠け

た行為だというふうに思いますので、そのことは学校を含め、その持ち主の方に要望してい

くべきだというふうに思いますし、子供たちにはそのことをしっかり捉らえて、危なくない

通行をするように、学校側は指導していくように考えています。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） 市道管理者の見解もお願いいたします。 



○議長（井上武久君） 野口建設整備部長。 

◎建設整備部長（野口孔明君） 市道におきまして、今言われたような石が転がってる状況

とか、いろんな木とか何とかあって、通行に支障があるという場合は、私たちが全部、その

都度ずっと対応できるようにしておりますけども、通報をしていただければ、適正な指導と

か通行の安全を確保できる最大限の取り除きとか、そういうものは対応したいと考えてお

ります。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員。 

◆4 番（平野利和君） では、よろしくそこら辺をお願いしときます。 

 これから新しい市長のもとで、市の職員と市議会と力を合わせて、市民のために頑張って

いきたいと思ってます。 

 終わります。 

○議長（井上武久君） 平野利和議員、私からちょっと申し上げておきたいことがあります。 

 1 点目の防災と減災についての中で、南串山町の国道 251 号の、時間雨量 30 ㎜で通行止

めになるところのお話がありましたけれども、私がその地区に一番近いところに住んでお

るんです。あなた方のやりとりだけでは、聞いておられる方にちょっと誤解を与えてはいけ

ませんので、私が申し上げます。（「はい、すみません。」と言う者あり） 

 まず、秋野参議院議員と現地に出ていって調査をしていただきまして本当にありがとう

ございます。あそこは、南串山町に酒井恭二議員も中村明議員もおられますけれども、私が

一番近いので私のほうから。 

 あそこは、あなたが言っておられる急傾斜があって危険な場所なんですよね、下に国道が

あるということはですね。その上が、ずらっと農地なんですよ。農地の雨水があそこに流れ

て、それで国道に流れ落ちて、国道の通行の害になるわけですね。そういうことで、あそこ

にロックシェッドができたわけなんですよ。 

 しかし、それでも畑に 30 ㎜ぐらいの雨が降れば畑の水は流れますから、それがまたずっ

とロックシェッドのところとかいろんなところに流れ落ちるもんだから、あなたが調査に

行かれたとき、調査をされたかどうかわかりませんけれども、あの国道のがけの上に、国道

の管理道路という 3ｍ幅員の道路が、今年、最後の用地買収が、今、終わってますから、来

年度の予算でそれが完成するわけなんですよ。雲仙市の全域ね、管理道路が。 

 そうした場合は、その畑に降った雨水も水路をちゃんと決めてありますから、下まで落と

すように。山に散らばらんわけなんですよね。そこら辺まで調査されたかどうか知りません

よ。それで、そういうふうにして、ずっと段階的に旧南串山町時代から町でも要望し、市に

なっても要望をし、そして段階的にそれできているわけなんですよ。ただ、時間雨量 30 ㎜

と言えば、何もあなたたちのように知らん人が、危ない道路だなと思うけれども、上に農地

が多い関係で、30 ㎜ぐらいの雨がやたらと下に下れば、下を通る車は危険なんです。それ

で、それはそれでいいですよ。 

 それで、あそこは国道ですけど、県の管理ですから、私も振興局とか県庁に行ってお願い



をし、それで県議会議長のところにもつい最近お願いに行って、今の工事が終わってからで

も危険なようだったら、もうあとはトンネルしかないねということで、県議会のほうでも調

査特別委員会をつくって調査をされるそうです。今まで御心配をかけましたけれども、そう

いった段取りになっております。 

 以上、終わります。（「ありがとうございました。」と言う者あり） 

 それでは、平野利和議員の一般質問を終わります。 


